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3.11 震災による仙台市緑ヶ丘地すべり対策工の変状 
 

（社）日本応用地質学会 東北支部  村上 隆 

��はじめに  

2011.3.11 に発生した東北地方太平洋沖地震（Ｍ9.0、震度 5 強）によって、仙台市太白区

の緑ヶ丘地すべりの既設の地すべり抑止杭が被災した。  

ここでは、既往の地すべり抑止杭が地震動により再滑動した地すべりによって被災した

事例として地質と変状機構解釈について概要を述べる。  

��被災状況  

緑ヶ丘地すべりは、1978.6.12 の宮城県沖地震によって被災したもので、谷埋め盛土によ

り造成された宅地造成地の地すべりとして、都市型の地すべり災害として注目された。た

だし、3.11 震災によって被災した周辺宅地の変状機構と異なる点は、すべり面が盛土下部

の風化岩盤内に形成されたことである。 

地すべり対策は、昭和 54～55 年にかけて抑止杭工（2 つのブロック内に計 6 列配置）、

集水井工、ドレーン工が施工された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－2.1 被災状況と既往の対策工  

今回の被災は、3.11 震災時に発現したもので、宅地内や道路、擁壁に開口亀裂や押し出

し亀裂が認められた他、既往の抑止杭工に杭頭の突出や顕著な傾きがみられた。 

これらの変状は、頭部から側方、末端の亀裂を囲むように追跡され、地すべりの発生に

よって生じたものと判断された。地表踏査の結果、地すべりブロックは大きく 2 つのブロ

ックに区分された。 

2 ブロック頭部の開口亀裂 

2 ブロック上段 抑止杭の変状状況

凡例 

亀裂 

既往の対策工 
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図２：新たな想定震源域・想定津波波源域（内閣府・南海トラフの巨大地震モデル検討会, 2011） 
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液 状 化 調 査 における地 質 学 的 方 法 の重 要 性  
独 立 行 政 法 人 土 木 研 究 所   稲 崎  富 士  

  
1.問題の定置  

2 0 1 1 年 3 月 1 1 日 に発 生 した東 北 地 方 太 平 洋 沖 地 震 によって、震 源 域 から遠 く離 れた

関 東 地 方 においても、特 に東 京 湾 岸 部 の埋 立 地 を含 む多 くの地 点 で大 規 模 な液 状 化 が

生 じた。またこの地 震 では、関 東 地 方 の河 川 堤 防 が約 9 4 0 箇 所 において損 壊 したが、これ

らの堤 防 被 害 もその大 部 分 は液 状 化 が主 原 因 とされている 1 ) 。大 規 模 な堤 防 被 災 区 間 で

は天 端 が最 大 2。4 m も沈 下 し、周 辺 で噴 砂 が確 認 されている箇 所 が多 く含 まれている。一

方 で基 礎 地 盤 にも堤 体 にも液 状 化 を引 き 起 こすと想 定 される砂 層 が見 出 され なかった箇

所 があることもわかっており、堤 防 被 災 メカニズムの解 明 にはさらなる詳 細 調 査 の実 施 が期

待 されている。従 来 、地 盤 の液 状 化 判 定 には FL 法 、すなわち N 値 と細 粒 分 含 有 率 から

地 盤 の液 状 化 強 度 を推 定 し、想 定 される地 震 の強 さとの比 をとって液 状 化 抵 抗 率 を求 め

る、という道 路 橋 示 方 書 に定 める簡 易 判 定 法 が用 いられてきた 2 ) 。今 般 の液 状 化 被 害 調

査 においても、実 際 に液 状 化 が発 生 した箇 所 で F L 値 を求 めたところ「非 液 状 化 」の誤 判

定 はなく、同 法 は概 ね妥 当 であると評 価 されている 1 ) 。ところでこの地 盤 の液 状 化 の有 無 の

判 定 は 、 噴 砂 に 代 表 さ れ る 地 表 兆 候 の 有 無 を 基 準 と し て い る 。 す な わ ち 、 噴 砂 や 地 割 れ

等 の地 表 兆 候 が認 められる箇 所 においては、地 下 のいずれかの層 準 が液 状 化 したと推 定

する。一 方 このような 兆 候 が認 められなかった地 盤 は 非 液 状 化 と判 定 する 。この推 定 は一

見 合 理 的 であるように見 えるが、そもそも液 状 化 は地 中 で生 起 する現 象 であり、地 表 兆 候

と一 対 一 対 応 するとは限 らない。実 際 にこれまでの詳 細 な地 質 調 査 によって、地 表 部 に液

状 化 兆 候 が 認 め ら れ な い 箇 所 に お い て も 地 下 に 液 状 化 の 痕 跡 が 見 出 さ れ る 例 が 多 く 報

告 されている 3 ) 。上 述 の液 状 化 調 査 においても、非 液 状 化 地 点 の半 数 以 上 で「液 状 化 す

る 」 と い う 判 定 が 得 ら れ て お り 、 地 表 兆 候 を 地 盤 の 液 状 化 の 有 無 の 基 準 と す る こ と の 本 質

的 な問 題 が浮 き彫 りになっている。  
液 状 化 判 定 法 における今 一 つの重 要 な問 題 点 は、N 値 と粒 度 特 性 によって地 盤 の液 状

化 抵 抗 率 を判 定 し て いること に ある 。液 状 化 の 調 査 を含 め 、 地 盤 調 査 を 目 的 と した ボーリ

ング調 査 においては、原 則 的 に「ノンコア半 ペネ」仕 様 、すなわち 1 m ごとの掘 進 の繰 り返 し

において、上 部 5 0 c m については予 備 打 ちを含 めた標 準 貫 入 試 験 、下 部 5 0 c m について

はノンコ ア 掘 進 、 とい う 仕 様 が 標 準 とな って いる 。さ ら に 乱 した 試 料 を用 いて 分 析 する 土 質

試 験 は、粒 度 分 析 、含 水 比 測 定 等 を含 めて 3 0 c m の標 準 貫 入 試 験 区 間 で採 取 された試

料 を用 いている。この試 験 ・測 定 過 程 において試 験 実 施 区 間 は一 様 と仮 定 され、試 料 調

整 ・分 取 が実 施 される。しかしこのような 3 割 程 度 の部 分 的 な試 料 採 取 では、液 状 化 発 生

層 の 同 定 自 体 を 困 難 に す る 危 険 性 が ある 。 さ ら に 試 料 の 平 均 化 調 整 は 、 液 状 化 層 が 有

する特 徴 的 物 性 を見 逃 すことにつながりかねない。  
右 図 -1 は、上 述 した 現 行 の 液 状 化 判 定 法 に潜 む 本 質 的 な 問 題 点 の 所 在 を概 念 的 に

示 したものである。  
FL 値 を 示 標 とする 現 行

の 液 状 化 判 定 法 は 、 あ る

地 震 外 力 を 想 定 し た 時 に

対 象 層 が 「 液 状 化 す る か

否 か」を数 値 として予 測 す

る 方 法 で あ り 、 「 液 状 化 し

た か 否 か 」 を 判 定 す る も の

で は な い 。 本 来 的 に 地 中

で 生 起 す る 現 象 で あ る 液

状 化 を 、 地 表 兆 候 に よ っ

て そ の 有 無 を 判 定 し 、 さ ら
 図 - 1  地 表 兆 候 と標 準 貫 入 試 験 ボーリングに基 づく液 状

化 判 定 法 に潜 む問 題 点  
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��当時の抑止杭と適用指針  

現在の地すべり鋼管杭の設計指針「現行の設計手法」が刊行されたのは平成 2 年である。 

これに対して、既往の抑止杭（φ318.5mm、t=10.3mm、H-150×150）の施工年度は昭和 54

～55 年であり、｢当時の設計手法｣による設計（せん断杭）と判断される。  

｢現行の設計手法」では、当時すべりにおける鋼管杭の設計は、地質状況からは「曲げ

杭（くさび杭）」が適切と判断される。 

表－3.1 適用指針と設計の考え方  

 

 

 

��杭の��結果  

現行の設計手法に従って、当初設計のせん断杭を「せん断杭の計算」を行った場合の安

全率は Fs=1.208 となったが、「曲げ杭の計算」を行った場合は安全率 Fs=1.075 となり、計

画安全率 PFs=1.20 に対して不足である。 

また、杭頭掘削によって杭の変位を確認した結果、杭頭で最大 1.9m 余りの変位が想定

された。この変位量は、杭

鋼材に許容応力度の 70 倍

以上の荷重が働いたものと

試算され、杭は降伏してい

ると判断された。 

��お�りに  

住民の話からは、3.11 震災で発生した亀裂は、1978 宮城県沖地震で発生した亀裂と同じ

箇所でほぼ同じ規模で発生したとの声が多く聞かれる。しかしながら、地震の揺れは今回

のほうが大きく、はるかに長い。  

このことから、今回の事象は、地すべりの再滑動による被災ではあるが、当時の設計手

法ではあるが適切な地すべり対策工が施工されていたために、被害が軽減された事例と言

える。今後、当事例が宅地内における抑止杭工設計の参考となれば幸いである。 

なお、本稿をとりまとめるにあたり、終始丁寧なご指導を頂いた宮城県および仙台土木

事務所に感謝の意を表します。 
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��当時の抑止杭と適用指針  

現在の地すべり鋼管杭の設計指針「現行の設計手法」が刊行されたのは平成 2 年である。 
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｢現行の設計手法」では、当時すべりにおける鋼管杭の設計は、地質状況からは「曲げ

杭（くさび杭）」が適切と判断される。 

表－3.1 適用指針と設計の考え方  
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��お�りに  
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事務所に感謝の意を表します。 
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今後の地震災害にそなえるための地盤情報の有効活用  
 

一般社団法人全国地質調査業協会連合会  
秋山泰久  

 
1. はじめに  

復興事業における地盤情報の活用を見ると，浦安市など一部地域において情報を活用し

た復興計画の策定等を行っているものの，地盤情報を有効活用しているとは言い難い状況

にある。これは，対応の緊急性や津波等による情報消失等もあるが，地盤情報が共有化さ

れていない事が最大の要因ではないかと思われる。  
東日本大震災で判明したことは「如何に事前準備が重要か」という事である。地盤のゆ

れやすさや液状化対策など，地盤情報を活用した事前準備が災害リスクの低減や復興に有

効であることは明白である。そこで本稿では，今後の地震災害にそなえるための地盤情報

の有効活用について述べる。  
 
2. 復興での活用事例  
2.1 液状化での活用事例  

千葉県浦安市や習志野市では液状化の被

害が甚大であり，特に浦安市では市内の 85%
にあたる地域で液状化被害が確認されている。

これら行政では，復興対応の他，今後発生が

予想される直下型地震や海溝型地震に備える

ための被害予測や対策検討などを 1 実施して

いる。  
これら検討では，市，千葉県，民間が保有

するボーリングデータの他，土地履歴等把握

を目的に過去の地形図や空中写真等を用いて

いる。ただし，民間保有の地盤調査や工事記

録などの情報は年代が古いことや，組織改編

等による散逸・紛失によりごく一部の情報し

か利用できていない。また，提供企業から以

下のような使用条件を付されたケースもある。 
①  ���������������������  
②  �������������������������  
③  ������������������������  

図－2.1 浦安市で使用したデータと解析結果  
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に不 完 全 な調 査 ・分 析 で得 られた情 報 と結 びつけているところに本 質 的 な問 題 がある。  
2.問題の解決手段  

液 状 化 によって地 層 がどのように変 形 ・変 成 するか、また液 状 化 の最 も特 徴 的 な地 表 兆

候 である噴 砂 孔 の構 造 ・物 性 的 特 徴 について、日 本 海 中 部 地 震 の被 害 地 調 査 4 ) を契 機

に地 質 学 的 な調 査 研 究 手 法 が適 用 され、急 速 に理 解 が進 んだ。また兵 庫 県 南 部 地 震 以

降 全 国 的 に 展 開 さ れ た 活 断 層 調 査 に お い て は 、 ジ オ ス ラ イ サ ー と 称 す る 地 層 抜 き 取 り 装

置 を用 いた表 層 部 の 液 状 化 層 の同 定 と 内 部 構 造 観 察 が採 用 されてきた。その前 後 に 発

生 した 1 9 8 7 年 千 葉 県 東 方 沖 地 震 、2 0 0 0 年 鳥 取 県 西 部 地 震 、海 外 の活 断 層 調 査 等 で

も多 用 され、液 状 化 に伴 う特 徴 的 構 造 が明 らかにされている 5 ) 、 6 ) 。さらに遺 跡 発 掘 現 場 に

おける液 状 化 痕 跡 の詳 細 調 査 は「地 震 考 古 学 」として体 系 化 された 7 ) 。室 内 実 験 によって、

液 状 化 に伴 う特 徴 的 な変 形 構 造 とその発 生 メカニズムも解 明 されてきている 8 ) 。地 質 学 に

おける方 法 論 は、“ ma p p i n g、  d e n s e  s a mp l i n g  a n d  c l o se  a n a l y s i s ”で特 徴 づけられる。そ

して こ の 方 法 論 の 適 用 に よっ て のみ 、 液 状 化 の 発 生 の 有 無 、 液 状 化 層 の 特 徴 的 物 性 構

造 を明 らかにすることができる。  
3.液状化層に対する地質学的解析例  

従 来 の 標 準 貫 入 試 験 ボ ー リ ン グ で は 、 本 来 的 に

地 中 で 発 生 す る 液 状 化 を 捉 え る こ と は 不 可 能 で あ る 。

こ れ に 対 し 堆 積 学 領 域 で 標 準 的 な オ ー ル コ ア ボ ー リ

ン グ と 詳 細 コ ア 試 料 解 析 を 適 用 す れ ば 、 よ り 直 接 的

に液 状 化 層 の同 定 とその特 性 評 価 が期 待 できる。そ

こで地 盤 工 学 分 野 では適 用 例 が稀 なオールコアボー

リ ン グ コ ア 試 料 解 析 に よ っ て 液 状 化 層 の 同 定 を 試 み

た 。 ま ず 採 取 コ ア 試 料 を 半 割 し 、 断 面 を 記 載 す る と と

もに剥 ぎとり試 料 、軟 X 線 用 試 料 を採 取 した。さらに

2 . 5 c m ないし 5 c m 間 隔 でキューブ試 料 を採 取 するとと

も に 残 試 料 を 用 い て 粒 度 分 析 を 実 施 し た 。 粒 度 分

析 は粗 粒 分 を 1 / 4φ 目 のふるいで、細 粒 分 はレーザー

回 折 散 乱 粒 度 分 析 装 置 を用 いて分 析 した。また 1φ
以 上 の粒 子 を 4 8 0 0 d p i でスキャン撮 影 し、構 成 鉱 物

組 成 を観 察 記 録 した。結 果 の一 例 を右 図 - 2 に示 す。

液 状 化 層 準 は 8 . 5 4－8 . 7 6 m 間 に出 現 する薄 層 で、

液 状 化 砂 層 に 特 徴 的 な 変 形 構 造 と 粒 度 特 性 が 認

められる。  
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図 -2  液 状 化 推 定 層 準 のコア試 料

に対 する堆 積 構 造 記 載 ・粒 度  
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以上の通り，国をはじめ行政，業界等において，地盤情報の重要性・必要性の認識が高

まり，さらに，二次利用促進をはかる方向に進んでいるといえる。  
 
4. 地盤情報の有効活用に関する提言  

全地連では，Web-GIS，クラウドコンピュ

ーティングなどの ICT を用いた地盤情報の

高度な利活用を提案するとともに，地盤情報

を活用した新規事業展開の可能性について研

究した成果「地盤情報を活用した新規ビジネ

スへの展開に向けて」8 の公開，「地質データ

を活用したリアルタイム地盤災害予測サービ

スの実証」を目的とした高知「ユビキタス（防

災立国）」実証事業 9 を行い，地盤情報の二次

利用の重要性について唱えるとともに，その

有用性について示してきた。  
これら全地連の活動で得られた知見や，国の施策等を勘案し，今後発生が予想される災

害に対するリスク低減のための地盤情報の有効活用に関し以下の通り提言する。  
1  

地盤の安全性や災害リスクの低減を検討するにあたり，その地域の情報を網羅し行うこ

とが重要となる。このためには，民間事業者を含めた幅広い情報の入手・活用が必須であ

る。また，基盤情報となるボーリング情報のみならず，表層地質図をはじめ，津波履歴，

土砂災害警戒区や液状化ハザードマップなど，地盤に関連するあらゆる情報を網羅し活用

する事が必須である。  
2  

災害リスクを低減するためには，ボーリングや地質図などの情報のほか，情報を二次利

用し作成したハザードマップ等の整備・活用重要となる。情報の二次利用を促進するため

には，誰でも容易に利活用できる環境整備とともに，情報を容易に利用するための規格化

や電子化は必須といえる。また，地盤情報に関する法制化の動きが進行中であることを考

慮すると規格化の促進及び電子化は急務である。 
3

 
今回の大震災により，災害リスク低減には自

助・共助が非常に重要である事は明らかであり，

災害リスク情報を的確に住民に提供する事が特

図－4.1 高知「ユビキタス（防災立国）」

実証事業 地質診断表示例  

図－4.2 ucode 利用例 10 
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④  �����������������  
2.2 復興での活用事例からわかること  

復興に関する活用事例に共通する事は，�������������������事で

ある。情報の収集は，借用交渉からデータ入手まで時間を要し，また，借用データの中に

は紙媒体のものも混在し，電子化作業から行う必要が生じるなど，情報が容易に活用でき

る状況にはないことが露呈した。  
今回事例で示した情報の二次利用は，災害リスクの低減に向けての必須事項であり，今

後発生が予想される大震災等に備えるためには，基盤情報の整備や，情報を容易に活用で

きる環境整備が重要である事を示唆している。  
 
3. 地盤情報を取り巻く状況  
3.1 国の状況  

平成 19 年に制定された地理空間情報活用推進基本

法に基づく「地理空間情報活用推進基本計画」 2 が見

直され，以下に示す取り組みを推進するとしている。  
①  地理空間情報の容易な検索・入手・活用  
②  防災・減災に資する地質，活断層，火山などの

情報の電子化の促進  
③  様々な主体によって整備されるデータの二次利

用を促進するための規格化（標準化）の推進  
④  集約，管理，提供等を適切に行うための取組  
また，総務省は「知識情報社会の実現に向けた情報

通信政策の在り方」について情報通信審議会に諮問し，

その中間答申 3 資料の中に，以下の記載がある。  
①  地盤災害防止を目標として，国，自治体，民間で紙又はデジタルで蓄積されている

地盤ボーリング柱状図を広く公開し，民間で流通・利用するための技術・ルールを

確立  
②  地盤情報等の復旧・復興関連データのデジタルフォーマット（XML や CSV 等）で

の公開を促すとともに，その活用方策等の検討を進めるべきである  
 

3.2 行政・業界等の状況  
学会・研究機関等においては，「統合化地下構造データベースの構築」4 に関連し，（独）

防災科学技術研究所による「Geo-Station」 5，（社）地盤工学会による「全国電子地盤図」

6 など，情報の共有・管理・二次利用等に一定の成果を上げている。また，産学官連携で

実施された「地質地盤情報協議会」 7 においても，地質地盤情報についての継続整備の必

要性や公開・整備・共有化に関わる法整備の喫緊性等を提言している。  

図－3.1 地理空間情報活用推進  
基本計画「方針 3」抜粋  
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「地盤品質判定士（仮称）」資格制度設立準備会について 
 
                        公益社団法人 地盤工学会 
                                   日下部 治 
 
背景 

2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災が提起した大きな課題の一つが、公的構

造物と私有財産である宅地との地盤災害に関する安全性レベルの落差の大きさであること

が指摘されています。被害調査結果からは公的機関が定めた現行技術基準に沿って調査・

設計・施工が行われた構造物の被害は皆無か、被害が発生しても軽度であったと報告され

ています。一方で、私有財産である宅地の液状化、丘陵地の土地造成地の沈下・崩壊など

が多数箇所で発生し、９都県で２万戸を超える住宅地で液状化が発生したと報道され、液

状化被害について提訴がされています。震災後の宅地市場においては耐震性能を重視する

傾向がみられるとの結果もでております。このような背景の下で、東日本大震災の教訓を

もとに、より安全な住環境の形成に向けた新たな社会システムの構築が必要であるとの認

識が高まってきています。 
 

資格制度設立の必要性 
自然災害が多発する我が国では、被災経験の教訓から安全な社会資本形成のために

法制度・技術基準等とともに技術士、建築士など多様な技術者資格制度が存在しています。

住宅保証制度と関連して地盤の検査や品質等についての民間資格、地盤調査に関する技術

者資格等も社会的有用性をもって活用されてきました。しかし、現行の法制度や技術者資

格制度をもってしても今回の地震による地盤災害を防ぐには十分でないことが、今回の地

震被害によって露呈されました。 
地盤力学、地盤工学の専門家集団で６０有余年の歴史を有する公益社団法人地盤工学

会では、今回の震災を踏まえ液状化被害・宅造地被害の軽減のために新たな技術者資格制

度設立の必要性を提言しております。その実現には宅地を含めた住環境の安全性向上に関

わる諸学協会・諸団体の皆様と力を合わせて社会から活用される新たな資格制度を立ち上

げる必要があると判断しております。信頼のおける資格制度を構築して専門能力のある技

術者を社会的に明示することによって、社会が有資格者を積極的に活用し、より安全な住

環境が形成されるはずです。 
 

今後の予定 
地盤工学会では、資格制度の必要性、想定される資格制度について一般社団法人日

本建築学会、一般社団法人全国地質調査業連合会の代表者とともに予備的な検討を行って

- 16 - 
 

に重要となる。このため，災害リスク低減につながる情報を市民レベルで容易に検索・入

手できる様な伝達方法を構築する必要がある。また，誰もが理解し活用できる情報の伝達

手法を工夫する必要がある。これを実現するためには，「自分達の常識」，「行政的な常識」

に囚われることなく，市民の視点にたった情報の作成が必須である。  
 
5. おわりに  

ICT を活用したユビキタス社会と言われる中，地盤情報の実情はまだまだ遅れていると

言えよう。今後大地震の発生が懸念されている地域では，災害リスク低減に向けた動きが

活発化しており，地盤に関する情報が注目されている今こそ，ユビキタスの言葉通り，「い

たるところに存在し」かつ，「誰もがいつでも容易に利用できる」よう地質・地盤に関わる

者が一丸となって情報化を推進する事が，地質業界をはじめ「地質・地盤」の地位向上に

つながるものと確信する。  
 
 
参考文献：1)浦安市液状化対策技術検討調査委員会  

http://www.city.urayasu.chiba.jp/menu11324.html 
参考文献：2)地理空間情報活用推進基本計画  

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/sokuitiri/tirikuukan-keikaku.html 
参考文献：3)「知識情報社会の実現に向けた情報通信政策の在り方」（平成 23 年諮問第 17
号）に関する情報通信審議会からの中間答申  

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin01_01000018.html 
参考文献：4)統合化地下構造データベースの構築  

http://www.chika-db.bosai.go.jp/ 
参考文献：5)ジオ・ステーション（Geo-Station）  

http://www.geo-stn.bosai.go.jp/jps/index.html 
参考文献：6)全国電子地盤図  

http://www.denshi-jiban.jp/ 
参考文献：7)地質地盤情報協議会  

http://www.gsj.jp/information/domestic/sgk/consortium.html 
参考文献：8)地盤情報を活用した新規ビジネスへの展開に向けて  

http://www.zenchiren.or.jp/geoinfo/pdf/model.pdf 
参考文献：9)高知地盤災害関連情報ポータルサイト  

http://www.geonews.jp/kochi/ 
参考文献：10)UID Center 

http://www.uidcenter.org/ja/ 
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震被害によって露呈されました。 
地盤力学、地盤工学の専門家集団で６０有余年の歴史を有する公益社団法人地盤工学

会では、今回の震災を踏まえ液状化被害・宅造地被害の軽減のために新たな技術者資格制

度設立の必要性を提言しております。その実現には宅地を含めた住環境の安全性向上に関

わる諸学協会・諸団体の皆様と力を合わせて社会から活用される新たな資格制度を立ち上

げる必要があると判断しております。信頼のおける資格制度を構築して専門能力のある技

術者を社会的に明示することによって、社会が有資格者を積極的に活用し、より安全な住

環境が形成されるはずです。 
 

今後の予定 
地盤工学会では、資格制度の必要性、想定される資格制度について一般社団法人日

本建築学会、一般社団法人全国地質調査業連合会の代表者とともに予備的な検討を行って
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に重要となる。このため，災害リスク低減につながる情報を市民レベルで容易に検索・入

手できる様な伝達方法を構築する必要がある。また，誰もが理解し活用できる情報の伝達

手法を工夫する必要がある。これを実現するためには，「自分達の常識」，「行政的な常識」

に囚われることなく，市民の視点にたった情報の作成が必須である。  
 
5. おわりに  

ICT を活用したユビキタス社会と言われる中，地盤情報の実情はまだまだ遅れていると

言えよう。今後大地震の発生が懸念されている地域では，災害リスク低減に向けた動きが

活発化しており，地盤に関する情報が注目されている今こそ，ユビキタスの言葉通り，「い

たるところに存在し」かつ，「誰もがいつでも容易に利用できる」よう地質・地盤に関わる

者が一丸となって情報化を推進する事が，地質業界をはじめ「地質・地盤」の地位向上に

つながるものと確信する。  
 
 
参考文献：1)浦安市液状化対策技術検討調査委員会  

http://www.city.urayasu.chiba.jp/menu11324.html 
参考文献：2)地理空間情報活用推進基本計画  

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/sokuitiri/tirikuukan-keikaku.html 
参考文献：3)「知識情報社会の実現に向けた情報通信政策の在り方」（平成 23 年諮問第 17
号）に関する情報通信審議会からの中間答申  

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin01_01000018.html 
参考文献：4)統合化地下構造データベースの構築  

http://www.chika-db.bosai.go.jp/ 
参考文献：5)ジオ・ステーション（Geo-Station）  

http://www.geo-stn.bosai.go.jp/jps/index.html 
参考文献：6)全国電子地盤図  

http://www.denshi-jiban.jp/ 
参考文献：7)地質地盤情報協議会  

http://www.gsj.jp/information/domestic/sgk/consortium.html 
参考文献：8)地盤情報を活用した新規ビジネスへの展開に向けて  

http://www.zenchiren.or.jp/geoinfo/pdf/model.pdf 
参考文献：9)高知地盤災害関連情報ポータルサイト  

http://www.geonews.jp/kochi/ 
参考文献：10)UID Center 

http://www.uidcenter.org/ja/ 
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まいりました。そして関連する諸学協会・諸団体との連携による資格制度の設立の実行可

能性について一定の共通理解に達しました。今回、ここに関連する諸学協会・諸団体によ

って資格制度設立についての議論の参画のご意向をお伺いし、本趣旨にご賛同をいただき

ました諸学協会・諸団体と力を合わせて安全な住環境形成にむけた具体的な計画を立て、

そのうえで関係所管庁ともご相談をしつつ、2013 年度を目途に本制度を立ち上げていきた

いと考えています。 
 
（「地盤品質判定士（仮称）」資格制度設立準備会 設立趣意書より） 
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